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インバランスリスク単価の30分コマ値化

 インバランスリスク料については、2015年5月18日の第6回買取制度運用WGにおいて、以下の方
針が示されていた。

 インバランスリスク精算は30分ごとに計算する。

 電力会社のシステム改修が完了するまでは年間の平均インバランス単価を用いて精算すること
を認める。

 上記の方針により、2021年度までは、年間の平均インバランスリスク単価（※）を用いて精算して
いたところ。
（※）今年度のインバランスリスク単価：変動電源は4銭/kWh、非変動電源は2銭/kWh

 今般、インバランス制度の改正等と合わせて進めていた一般送配電事業者のシステムの改修が完
了したため、2022年度から、インバランスリスク精算を30分ごとに計算し、それを合計して月単位
で精算する運用を開始する。
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代理制御における回避可能費用等の取扱い
 オンライン代理制御の精算の際の、回避可能費用並びにインバランスリスク料及び三次調整力②費用相当額に

ついては、 2021年2月25日の第29回系統WGにおいて、以下のとおりの方向性が示されていたところ。

 代理制御時のオンライン側の回避可能費用は、通常の回避可能費用は適用せず、同時間帯のスポット市場
価格の平均値等の合理的な回避可能費用を別途定めることを想定。

 代理制御時のインバランスリスク料は、2022年度以降の取扱いを検討する際に合わせて検討。

 今般、インバランスリスク料の2022年度以降の取扱いが定まった。オンライン代理制御の導入により、買取義
務者の収支に影響が生じないよう、代理制御時の回避可能費用等は、以下のとおり扱うものとする。

 オンライン側の買取義務者は、代理制御時、実際には電気供給を受けないことから、売電収入等を得ること
ができず、また、発電量調整等は発生しない。
そのため、オンライン側の買取義務者に交付する交付金（代理制御調整金に相当する部分）から回避可能
費用を控除しない。また、インバランスリスク料及び三次調整力②費用相当額を加えない。

 他方、オフライン側の買取義務者は、代理制御時、実際に電気供給を受けることから、売電収入等を得るこ
とができ、また、当該電気についての発電量調整等が発生する。
そのため、オフライン側の買取義務者に交付する交付金から代理制御電気量に対応する回避可能費用相当
額を控除する。また、同電気量に対応するインバランスリスク料及び三次調整力②相当額を加える。
（本インバランスリスク料については、託送供給等約款等により、一般送配電事業者等の発電量調整主体の
収入となる。）

＜2021/2/25 系統ワーキンググループ（第29回）資料６（抜粋）＞
※代理制御されるオンライン側の買取義務者に対して支払われる交付金の額は、代理制御に基づくみなし発電量に基づき、算定式に従って、買取費用から回
避可能費用を控除し、インバランスリスク料および３次調整力②相当費用を加えることにより算定される。その際、代理制御時の回避可能費用については、オン
ライン側の発電者は実際に発電はしていないことからから、通常の回避可能費用は適用せず、同時間帯のスポット市場価格の平均値等の合理的な回避可能
費用を別途定めることを想定。インバランスリスク料については今後2022年度以降の取扱いを議論する際に合わせて検討することとする。

3






